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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
刑
務
所
作
業
製
品
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ

キ
ャ
ピ
ッ
ク
）
の
表
示
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

（
�
）
に
つ
い
て

刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
が
行
う
作
業
（
以
下
「
刑
務
作
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
監
獄
法
（
明
治
四

十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
五
章
、
監
獄
法
施
行
規
則
（
明
治
四
十
一
年
司
法
省
令
第
十
八
号
）
第
五
章
等
の
規
定
に
基

づ
き
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
刑
務
作
業
の
運
営
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
刑
務
作
業
事
務
取
扱
規

程
（
平
成
九
年
法
務
省
矯
作
訓
第
三
千
七
号
法
務
大
臣
訓
令
。
以
下
「
事
務
取
扱
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

事
務
取
扱
規
程
第
三
条
に
よ
り
、
刑
務
作
業
の
形
態
は
、
生
産
作
業
、
職
業
訓
練
及
び
自
営
作
業
の
三
つ
と
さ
れ
、
生
産

作
業
の
う
ち
、
原
材
料
の
全
部
又
は
一
部
を
財
団
法
人
矯
正
協
会
刑
務
作
業
協
力
事
業
部
（
以
下
「
矯
正
協
会
事
業
部
」
と

い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
て
行
う
も
の
は
、
「
事
業
部
作
業
」
と
区
分
さ
れ
て
い
る
。

御
指
摘
の
「
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
ブ
ラ
ン
ド
で
知
ら
れ
る
刑
務
所
作
業
製
品
」
と
は
、
こ
の
事
業
部
作
業
に
よ
る
製
品
（
以
下

「
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
製
作
、
流
通
は
、
刑
務
所
と
矯
正
協
会
事
業

部
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一



ア

刑
務
所
は
、
毎
年
、
矯
正
協
会
事
業
部
と
契
約
を
締
結
し
、
矯
正
協
会
事
業
部
か
ら
必
要
な
原
材
料
の
供
給
を
受
け
、

労
務
を
提
供
し
て
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
製
造
及
び
加
工
を
行
い
、
完
成
し
た
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
を
矯
正
協
会
事
業
部
に

納
品
す
る
。

イ

矯
正
協
会
事
業
部
は
、
納
品
さ
れ
た
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
を
販
売
し
、
売
上
金
の
中
か
ら
、
原
材
料
費
や
一
般
管
理
費

を
賄
う
と
と
も
に
、
刑
務
所
の
発
行
す
る
納
入
告
知
書
に
よ
り
、
製
造
及
び
加
工
の
代
金
を
納
付
し
、
こ
れ
は
、
監
獄

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
刑
務
作
業
の
収
入
と
し
て
国
庫
に
帰
属
す
る
。

お
尋
ね
の
作
業
賞
与
金
に
つ
い
て
は
、
監
獄
法
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
監
獄
法
施
行
規
則
第
七
十
一
条
に
基
づ
き
、
当

該
受
刑
者
の
行
状
、
性
向
、
作
業
の
種
類
、
成
績
及
び
科
程
の
了
否
を
し
ん
し
ゃ
く
し
、
作
業
賞
与
金
計
算
規
程
（
昭
和
六

十
年
法
務
省
矯
作
訓
第
六
百
四
十
二
号
法
務
大
臣
訓
令
）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
額
を
計
算
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
製
造
・
販
売
の
実
績
と
作
業
賞
与
金
の
額
と
は
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

矯
正
協
会
事
業
部
に
よ
れ
ば
、
過
去
五
年
間
に
お
け
る
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
品
目
数
は
二
万
以
上
に
上
る
と
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
各
事
項
に
係
る
資
料
等
を
精
査
す
る
こ
と
は
、
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、

二



お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
う
ち
三
十
九
品
目
を
抽
出
し
、
法
務
省
及
び
矯
正
協
会
事
業
部
に
お
い
て
、
平
成
十
二

年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
製
品
名
、
製
作
刑
務
所
名
、
製
造
及
び
加
工
の
代
金
、
販
売

価
格
、
販
売
個
数
並
び
に
刑
務
作
業
の
工
程
を
調
査
し
た
結
果
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
流
通
に
か
か
わ
っ
た
業
者
は
、
矯
正
協
会
事
業
部
に
よ
れ
ば
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
製
造
及
び
加
工
に
必
要
な
経
費
の
う
ち
、
原
材
料
費
に
つ
い
て
は
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お

り
、
矯
正
協
会
事
業
部
が
負
担
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
経
費
に
つ
い
て
は
国
の
負
担
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
三
年
度
予
算
に
お
い
て
、
刑
務
作
業
に
必
要
な
経
費
と
し
て
刑
務
所
作
業
費
の
項
に
計
上
さ
れ
た
額
は
、

約
四
十
億
二
千
万
円
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、
刑
務
作
業
の
円
滑
な
実
施
等
に
必
要
な
経
費
が
約
三
十
八
億
円
、
受
刑
者
の

職
業
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
経
費
が
約
一
億
三
千
万
円
、
刑
務
所
の
工
場
の
新
築
に
伴
う
機
械
の
移
設
等
に
必
要
な
経
費
が

約
九
千
万
円
で
あ
る
。

（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

三



平
成
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
に
製
造
及
び
加
工
を
中
止
し
た
四
十
八
品
目
の
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
に
つ
い
て
、
同
日
ま
で
の

販
売
価
格
及
び
販
売
実
績
に
係
る
資
料
等
を
精
査
す
る
こ
と
は
、
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に

つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
製
品
名
、
製
作
刑
務
所
名
及
び
刑
務
作
業
の
工
程
並
び
に
平
成
十

三
年
度
に
お
け
る
販
売
価
格
及
び
矯
正
協
会
事
業
部
に
対
す
る
納
品
実
績
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

法
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
に
つ
い
て
、
�
刑
務
所
に
お
い
て
、
彫
り
、
塗
り
、
染

め
、
焼
き
、
編
み
、
織
り
、
刺
し
ゅ
う
な
ど
付
加
価
値
を
高
め
る
加
工
を
行
い
、
製
品
と
し
て
出
荷
す
る
も
の
、
�
刑
務
所

に
お
い
て
組
立
て
を
行
い
、
製
品
と
し
て
出
荷
す
る
も
の
、
�
そ
の
他
製
品
と
し
て
出
荷
す
る
も
の
で
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品

と
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
、
右
に
述
べ
た
四
十
八
品
目
の
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
照
ら
し
、
消
費
者
に
無
用
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
判
断
し
、
平
成

十
四
年
三
月
末
日
ま
で
に
製
造
及
び
加
工
を
中
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
在
庫
品
に
つ
い
て
は
、
矯
正
協
会
事
業
部
に
お
い
て
、
本
年
二
月
末
日
ま
で
の
期
限
で
販
売
を
継
続
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
販
売
に
際
し
て
は
、
具
体
的
な
製
造
工
程
を
明
確
に
表
示
す
る
な
ど
消
費
者
に
無
用
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ

な
い
よ
う
な
措
置
を
執
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
製
品
の
製
造
及
び
加
工
を
中
止
し
た
旨
を
公
表
す
る
必
要
性
ま
で
は
な
い
と

四



判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
経
緯
に
つ
い
て
法
務
省
に
お
い
て
把
握
し
た
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア

平
成
十
二
年
四
月
、
福
岡
県
宗
像
市
に
お
い
て
、
矯
正
協
会
事
業
部
の
主
催
で
刑
務
所
作
業
製
品
展
示
即
売
会
が
開

催
さ
れ
た
際
、
同
市
の
家
具
店
経
営
者
か
ら
、
福
岡
刑
務
所
及
び
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
同
展
示
即
売
会
で
販
売

さ
れ
て
い
る
家
具
の
中
に
は
刑
務
所
で
製
作
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
旨
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

イ

右
指
摘
に
係
る
家
具
と
判
断
さ
れ
た
飾
り
棚
は
、
完
成
品
の
状
態
で
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
岡
山
刑
務
所

の
受
刑
者
が
、
同
刑
務
所
内
の
工
場
で
い
っ
た
ん
分
解
し
、
各
部
品
の
割
れ
や
ひ
び
の
修
理
、
研
磨
、
下
地
塗
装
を
行

っ
た
上
、
本
漆
を
何
度
も
重
ね
て
塗
り
、
乾
燥
さ
せ
た
後
に
再
度
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
全
工
程
に
約
一
か
月
を

要
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ

前
記
展
示
即
売
会
用
の
広
告
チ
ラ
シ
に
お
い
て
、
右
飾
り
棚
に
つ
い
て
は
「
岡
山
刑
務
所
」
と
表
示
さ
れ
、
原
産
国

が
表
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

エ

右
表
示
に
つ
き
、
同
年
六
月
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
九
州
事
務
所
の
取
引
課
長
か
ら
福
岡
矯
正
管
区
の
作
業

五



課
長
に
対
し
、
「
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
問
題
点
を
含
ん
だ
チ
ラ
シ
で

あ
っ
た
が
、
改
善
策
が
既
に
執
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
は
十
分
注
意
願
い
た
い
」
旨
、
口
頭
で
指
摘
が
あ
っ
た
。

オ

こ
れ
を
受
け
て
、
法
務
省
に
お
い
て
は
、
矯
正
協
会
事
業
部
に
対
し
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
表
示
を
改
善
す
る
よ
う

指
示
し
、
矯
正
協
会
事
業
部
は
、
そ
の
後
、
原
産
国
を
表
示
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
内
部
処
分
の
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
記
展
示
即
売
会
に

関
し
、
こ
れ
に
協
力
し
た
福
岡
刑
務
所
等
の
職
員
に
つ
い
て
、
懲
戒
処
分
は
行
っ
て
い
な
い
。

（
�
）
に
つ
い
て

法
務
省
矯
正
局
が
全
国
の
刑
務
所
等
に
対
し
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
通
達
を
発
し
た
事
実
は
な
い
。

な
お
、
同
局
が
矯
正
管
区
等
に
対
し
、
矯
正
管
区
等
で
確
認
で
き
な
い
事
柄
や
調
査
が
困
難
な
事
柄
に
つ
い
て
取
材
を
受

け
た
場
合
は
同
局
で
対
応
す
る
旨
を
連
絡
し
た
こ
と
は
あ
る
。

ま
た
、
矯
正
協
会
事
業
部
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
矯
正
協
会
事
業
部
に
お
い
て
取
材
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。

（
�
）
に
つ
い
て

六



御
指
摘
の
と
お
り
、
帯
広
刑
務
所
に
お
い
て
、
小
豆
、
馬
れ
い
し
ょ
及
び
と
う
も
ろ
こ
し
の
植
付
け
及
び
収
穫
作
業
を
行

っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

な
お
、
右
小
豆
は
、
同
刑
務
所
に
お
け
る
被
収
容
者
の
自
給
用
と
し
て
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
（
�
）
及
び
（
�
）

に
つ
い
て
で
述
べ
た
製
造
及
び
加
工
を
中
止
し
た
四
十
八
品
目
の
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
に
該
当
す
る
同
刑
務
所
の
「
十
勝
の
豆

小
豆
」
及
び
「
小
豆
」
と
は
、
別
の
も
の
で
あ
る
。

（
�
）
及
び
（
１０
）
に
つ
い
て

退
職
し
た
行
刑
施
設
の
職
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
刑
務
所
、
矯
正
協
会
事
業
部
及
び
そ
の
取
引
先
企
業
の

関
係
を
も
考
慮
し
、
権
限
や
予
算
等
を
背
景
と
し
た
利
益
誘
導
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
持
た
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
工
程
に
占
め
る
刑
務
作
業
の
関
与
の
割
合
が
極
め
て
低
い
製
品
で
あ

っ
て
も
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
及
び
社
会
復
帰
に
資
す
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
方
、
刑
務
作
業
に
よ
っ
て
生

産
さ
れ
た
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
が
消
費
者
に
無
用
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
刑
務
作
業
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
た
り
し
な
い

よ
う
、
平
素
か
ら
の
内
部
点
検
を
励
行
す
る
と
と
も
に
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
製
品
と
し
て
販
売
さ
れ
る
場
合
に
は
、
矯
正
協
会
事

七



業
部
に
対
し
、
消
費
者
の
視
点
に
立
っ
た
適
正
な
表
示
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
指
導
及
び
監
督
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
。

八



九



一
〇



一
一



一
二



一
三



一
四



一
五



一
六



一
七



一
八



一
九



二
〇



二
一


